
わ
た
し
た
ち
は
、
津
軽
海
峡
の
青
い
海
と
美
し
い
み
ど
り
の
丘
と
、
太
陽

わ
た
し
た
ち
は
、
津
軽
海
峡
の
青
い
海
と
美
し
い
み
ど
り
の
丘
と
、
太
陽

に
恵
ま
れ
た
本
州
の
最
北
の
地
に
住
む
大
間
町
の
町
民
で
す
。

に
恵
ま
れ
た
本
州
の
最
北
の
地
に
住
む
大
間
町
の
町
民
で
す
。

先
人
の
力
と
汗
の
偉
業
を
た
た
え
、
自
然
を
い
つ
く
し
み
、
郷
土
を
愛
し
、

先
人
の
力
と
汗
の
偉
業
を
た
た
え
、
自
然
を
い
つ
く
し
み
、
郷
土
を
愛
し
、

自
覚
と
責
任
を
も
っ
て
、
文
化
的
で
た
く
ま
し
く
、
豊
か
で
明
る
く
、
う
る

自
覚
と
責
任
を
も
っ
て
、
文
化
的
で
た
く
ま
し
く
、
豊
か
で
明
る
く
、
う
る

お
い
の
あ
る
住
み
よ
い
町
に
す
る
た
め
に
こ
の
憲
章
を
定
め
実
践
し
ま
す
。

お
い
の
あ
る
住
み
よ
い
町
に
す
る
た
め
に
こ
の
憲
章
を
定
め
実
践
し
ま
す
。

１
．
健
康
で
よ
く
働
く
豊
か
な
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

１
．
健
康
で
よ
く
働
く
豊
か
な
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

１
．
き
ま
り
を
守
り
、
明
る
く
住
み
よ
い
町
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
き
ま
り
を
守
り
、
明
る
く
住
み
よ
い
町
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
教
養
と
文
化
の
高
い
清
ら
か
な
町
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
教
養
と
文
化
の
高
い
清
ら
か
な
町
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
互
い
に
話
し
合
う
平
和
で
な
ご
や
か
な
町
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
。

１
．
互
い
に
話
し
合
う
平
和
で
な
ご
や
か
な
町
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
。

１
．
人
を
愛
し
、
ま
こ
と
を
つ
く
す
し
あ
わ
せ
な
町
に
育
て
ま
し
ょ
う
。

１
．
人
を
愛
し
、
ま
こ
と
を
つ
く
す
し
あ
わ
せ
な
町
に
育
て
ま
し
ょ
う
。

町
民
憲
章

町
民
憲
章

『
９
/
2
0
秋
の
交
通
安
全
パ
レ
ー
ド
』

『
９
/
2
0
秋
の
交
通
安
全
パ
レ
ー
ド
』



2

★まちのできごと★

去る８月26日に大間町は交通死亡事故ゼロ10年を経
過したことにより、内閣府から表彰を受けました。今
後もこれを継続していくために、住民の皆様にもご協
力をお願いします。
車や自転車を運転する方、歩行者の方、それぞれが
意識し交通マナーを守って、事故のない大間町を目指
しましょう。



大間町防災訓練のお知らせ
10月６日(日)大間町防災訓練を実施します。詳細は、今月号の折込みをご覧ください。
警戒レベルについて
水害・土砂災害について、市町村が出す避難情報と、国や都道府県が出す防災気象情報は５段階となっ
ています。

 

小向英徳委員(左)、高橋博之委員(中)、村川靖晴委
員(右)へ、10年の長きにわたり町の国民健康保険事業
の運営に関する協議会委員に携わり、国民健康保険運
営事業に多大な貢献をされたとして、青森県国民健康
保険団体連合会より感謝状が贈呈されました。

 

警戒レベル

５
既に災害が発生している状況です。
命を守るための最善の行動をとりま
しょう。

災害発生情報
（市町村が発令）

警戒レベル

４
全員避難

速やかに避難先へ避難しましょう。
命を守るための最善の行動をとりま
しょう。

避難勧告
避難指示（緊急）
（市町村が発令）

警戒レベル

３
高齢者等は避難

避難に時間を要する人（ご高齢の方、
障害のある方、乳幼児等）とその支援
者は避難しましょう。その他の人は、
避難準備を整えましょう。

避難準備・
高齢者等避難開始
（市町村が発令）

警戒レベル

２
避難に備え、ハザードマップ等により、
自らの避難行動を確認しましょう。

洪水注意報
大雨注意報等
（気象庁が発表）

警戒レベル

１ 災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報
（気象庁が発表）

※各種の情報は、警戒レベル１～５の順番で発表されるとはかぎりません。状況が急変することもあります。

＜避難情報等＞

警戒レベル 避難行動等 避難情報等

＜防災気象情報＞
警戒レベル相当情報
（国土交通省・気象庁
都道府県 が発表）

警戒レベル５相当情報
氾濫発生情報
大雨特別警報 等

警戒レベル４相当情報
氾濫危険情報
土砂災害警戒情報 等

警戒レベル３相当情報
氾濫警戒情報
洪水警報 等

⬘ 総務課 ☎３７－２１１１（内線１１１）
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第２７４号 保健だより 住民福祉課
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１．主 催 大間町立公民館
２．主 管 大間町民文化祭実行委員会
３．後 援 大間町・大間町教育委員会・大間町文化協会・北通り総合文化センター「ウイング」
４．会 場 大間町立公民館
５．期 日 令和元年11月２日(土)～11月３日(日) 午前10時～午後３時まで（開館時間）
６．テ ー マ 「みんなで楽しもう豊かな文化」
７．内 容 ①絵 画（洋画、日本画、版画・・・100号以内）

②書 道（半折以内）③写 真 ④文 芸 ⑤手工芸
⑥茶 道 ⑦生け花 ⑧文化財 ⑨山野草 ⑩コレクション ⑪その他

８．出品資格 大間町に在住、又は町内文化団体に所属する者。
９．作品規定 作品は、種類別に１人３点程度とする。

※３点を超える場合は、事務局と協議する。
【絵 画】 ①１点ごとに額縁にいれる。

②額縁の裏面にヒモをつける。
【書 道】 ①作品は自由とする。
【写 真】 ①キャビネ以上とする。

②パネル張り、又は額縁にいれ、裏面にヒモをつける。
【文 芸】 ①作品は自由とする
【手工芸】 ①作品は自由とする

10．出 品 料 無 料
11．搬入搬出 令和元年10月28日(月)を締め切りとし、公民館へ搬入。

搬出は11月３日(日)午後３時以降とする。
12．そ の 他 出品者全員に記念品を贈呈します。（１人１点のみ）

文化に興味のある方、今まで出品したことのない方、お気軽にご参加ください。
みなさんのたくさんのご参加お待ちしております。
※申込用紙は、教育委員会（大間町役場新庁舎２階）にありますので出品される方は作品提出の際、申込用紙
に記入していただきます。





 

～児童生徒をみんなで見守りましょう～
10月24日(木) 午前７：１０～７：４０
＜大間地区＞・大間小学校前交差点・町営住宅前交差点・大間保育園前交差点
＜奥戸地区＞・奥戸小学校前

No . 377

 
主 催 大間町教育委員会
主 管 大間町音楽祭実行委員会
日 時 令和元年11月２日(土) 午前９時開演
場 所 北通り総合文化センター「ウイング」
出 演 団 体 大間保育園、うみの子保育園、大間幼稚園、大間小学校５年生、大間小学校音楽部、大間中学校

全校生徒、奥戸小学校全校児童、奥戸中学校全校生徒、合同吹奏楽（大間中、奥戸中、大間高校）
廣谷ピアノ教室、音

お

器
き

楽
らく

隊
たい

☆ゲストコンサート☆
はなわちえ
・津軽三味線奏者
・2000年に津軽三味線全国大会のＡ級女性部門へ初挑戦し、17歳で最年少チャンピオンとなる。
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大 間 中 学 校

今年度の生徒会テーマ「輪」は大間中生全員で一つの目標に向かっ
たり、一つのことに全員で取り組んだりすることを表しています。こ
れまで以上に生徒会テーマを意識して全校生徒が生徒会活動に取り組
むことができるように、各行事のスローガンとして一貫してこの「輪」
を使っていきたいと考えています。「輪」のもと、常に前向きな気持ち
を持ち努力をし続けること、そして、このことを生徒全員が意識する
ことで、よりレベルの高い活動を展開していけると考えています。

４月の入学式で36名の新入生を迎え、全校生徒103名で平成31年度・
令和元年の大間中学校がスタートしました。全校生徒が「103名」とい
うのは大間中学校の歴史上最も少ない人数ですが、そのことを少しも
感じさせないくらい大間中生一人一人が頑張って良いスタートをきる
ことができました。
５月、晴天に恵まれた体育祭。３年生が春休み中も準備を進め、リー
ダーシップを発揮して縦割りをまとめ、素晴らしい体育祭をつくりあ
げました。
特に、応援合戦の直前に侭田校長先生に向けて全校生徒が「ハッピー
バースデー」を熱唱するサプライズが飛び出すなど思い出に残る行事
になりました。
６月、３年生が２年間真剣に取り組んできた部活動の成果を試す地
区中体連夏季大会。剣道男子団体優勝、柔道女子団体優勝をはじめ、
柔道男子団体と陸上フィールドの部で準優勝を果たしました。他、各
競技で個人戦でも優勝をはじめ多くの上位入賞者をだしました。
７月、吹奏楽部が地区大会に出場し、素晴らしい演奏を披露しまし
た。また、県中体連夏季大会も行われ、剣道部は青森県大会で見事に
団体戦優勝と個人戦準優勝を果たし、東北大会、全国大会の権利を勝
ち取りました。
８月、３年生は夏休み中も準備をすすめた修学旅行、２年生はむつ
市内での２日間にわたる職場体験、１年生は今年度から新たな取組の
調査活動を行いました。いずれも学校ではできない貴重な体験ばかり
で、充実した時間を過ごしました。
９月、１・２年生が中心となって臨んだ中体連秋季大会。野球、剣
道、柔道男子、ソフトボールが準優勝を果たし、立派な成績を収めま
した。また、夏季大会同様、個人戦でも多くの上位入賞者をだしまし
た。
令和元年度も半分が過ぎましたが、大間中生は様々な場面で頑張っています。特に、夏休み以降は、全校生
徒が「プラス１」（自分以外の誰かのために・今まで以上に）を新たに意識して活動しています。10月には大間
中学校の文化祭が予定されていますので、ぜひご来校のうえ、大間中生の様子をご覧下さい。
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大間町小・中学校 総合学力調査から見えてくる「大間町の学力の傾向」

４月に実施した「ベネッセ総合学力調査」は前の学年で学習した定着状況を、12月は現在の学年での学
習の定着状況を知ることが目的です。同一の学力テストを実施することで、一人一人の学習の定着状況
をより詳しく知ることができます。また、本調査は児童生徒の関心・意欲や生活などの意識調査を行い、
各教科の学力と学習意識を合わせてみることで、家庭学習等の指導に生かすことができます。広報おお
ま10月号では、４月に実施した学力調査をもとに「大間町の学力の傾向」を、11月号では「意識調査の結
果」についてお知らせします。

教科総合の結果を見ると、全体的に全国比と同等かやや下回る結果になっていますが、その差は徐々
に縮まってきています。「知識・理解」では昨年度よりも、全国比と同等の教科が増えてきています。し
かし、「思考・判断・表現」に関わる数値が低く、活用する力に課題がみらます。
国 語
全国比とほぼ同等の観点もありますが、どの観点も全国、下北郡に比べ、わずかに低い結果となりまし
た。「書く力」、「読む力」に課題が見られます。
算数・数学
「数学的な考え方」の数値が上がり、全国比とほぼ同等でした。「知識・理解」、「技能」において全国
比や下北郡比を下回りましたが、昨年度よりも差は縮まってきています。

各校では、学力調査の結果を分析し、そこから見えた課題を日々の授業改善に生かし、大間町の児童生
徒の更なる「学力の向上」を目指していきます。児童生徒が家庭でも集中して学習に取り組む習慣を身に
付けることも「学力向上」につながりますので、今後も学校と家庭の連携についても継続していきます。
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No .２６０
今月の担当医
内科医長 若松亜里紗病院だより


皆さんこんにちは。大間病院医師の若松亜里紗と申します。
今回は禁煙外来についてお話したいと思います。
近年、日本では喫煙率が徐々に減少してきています。その理由としては、喫煙が体に与える

さまざまな影響についての認識が広がっていることや、タバコの増税、喫煙場所の制限などが
挙げられます。しかし、この喫煙率の低下は、そもそもはじめからタバコを吸わない人の増加
であり、喫煙者がタバコをやめたという割合は少ないようです。これは、タバコに含まれるニ
コチンという物質がもつ依存性の影響が考えられます。禁煙は、病気や死亡の原因を防ぐこと
ができる方法といえますが、習慣になってしまうと自力ではなかなか止められないことが多い
です。そうした自力では止められない喫煙をサポートしてくれるのが禁煙外来なのです。喫煙
は、ニコチン依存症（あるいはニコチン中毒）という一種の薬物依存症です。従来は精神論的方
法で禁煙をめざしたため失敗率が高く、挫折感や罪悪感が残り、禁煙はつらいものでした。現
在は、禁煙補助薬（貼付薬あるいは内服薬）を使うことにより、無理なく楽しくたばこをやめる
ことが出来ます。健康保険で受けられる禁煙外来は、12週間で合計５回の受診が必要です。ど
ちらの薬剤を選択するかによって医療費は若干異なりますが、５回の診療でおおよそ12,000円
から18,000円程度です。受診の際には毎回、タバコに含まれる有害物質である一酸化炭素が、
吐き出す息の中にどのくらい含まれるかを測定したり、禁煙状態に応じて専門の医師のアドバ
イスを受けたり、必要に応じて適した禁煙補助薬を処方されたりします。
当院でも毎週木曜日11時～（完全予約制）にて禁煙外来を行っています。ご興味がある方は

お電話にて申し込みください。



大間町地域おこし協力隊の隊員として、許
キョ

文
ブン

茜
シ

さんが着任します。
大間町で初めての地域おこし協力隊として、観光推進に係る業務に携わり、地域の活性化に

取り組んでいきます。

隊員プロフィール
○氏 名 許 文茜（キョ ブンシ）
○出 身 中国安徽省
○前 住 所 弘前市（留学）
○趣 味 ジョギング・ひょうたん笛（中国民族楽器）
○着任年月日 令和元年10月１日

～地域おこし協力隊とは～
都市地域から過疎地域等へ移住し、一定期間、地域で居住して、地域おこし支援等の地域
協力活動を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組です。
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10月７日(月)から13日(日)は、『行政相談週間』です。
総務省では、この週間中に、行政相談制度について、国民の皆様に御理解いただき、利用していただけ
るよう、各種広報活動、行事等を行っています。
大間町では、行政相談員が、次のとおり『行政相談所』を開設します。
大間町の皆様が、毎日の暮らしの中で、役所の仕事（相談事例：道路・河川、年金、医療保険、老人福
祉、登記、労働基準、雇用保険、自動車検査・登録、窓口サービスなど）について、苦情や意見及び要望
などがあるときには、お気軽にご相談下さい。

〇日 時：10月９日(水) 午前10時～午後３時
〇場 所：大間町役場 １階 相談室（税務保険課向かい）
〇相談担当：行政相談員 南 喜治（総務大臣が委嘱）
〇問合せ先：大間町役場 企画経営課 ☎０１７５－３７－２１１１

青森行政監視行政相談センター ☎０５７０－０９０１１０
〒030-0801 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎４階

りり

全国統一防火標語「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」のもと、令和元年10月21日から27日まで
７日間にわたり令和元年秋の火災予防運動が実施されます。
住民の皆様におかれましても次に掲げる「住宅防火 命を守る７つのポイント ３つの習慣 ４つの
対策」を重点目標として、火災予防にご理解とご協力をお願いいたします。

３つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・寝具、衣類及びカーテンから火災を防ぐために、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作る。

住住

火災による死亡原因の半数以上が就寝中の逃げ遅れによるものです。このため火災の発生をいち早く
知らせてくれる住宅用火災警報器の設置が重要です。
下北管内では、火災予防条例により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられており
ます。住宅用火災警報器は、火災の煙や熱を感知し音声や警報音で知らせてくれるので火災の早期発見
に大変有効です。
設置する場所は寝室となっており、２階に寝室がある場合は階段上部にも設置します。また、設置義
務はありませんが台所に設置することも推奨されています。（台所は熱式）
住宅用火災警報器の設置が義務化されてから、長年が経過し現在設置されている警報器の電池切れな
どによる誤作動などが懸念されます。
いざというときに住宅用火災警報器が作動するよう定期的な作動確認と清掃をお願いします。（住宅
用火災警報器の電池の寿命の目安は約10年です。また、電池切れ等の際に音や光で知らせる機能が付い
ているものもあります。なお、電池交換しても住宅用火災警報器本体が劣化しているおそれがあります
ので本体の交換をご検討ください。）
⬘ 大間消防署 予防係 ☎０１７５－３７－３１０７
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暑い夏が終わって、やっと秋が来ました。私は秋が大好きです。私の誕
生日が秋分の日に近く、秋の天気がちょうどいいと思います。花見より紅
葉狩りが好きで、毎年むつ市の観光スポットで秋の景色を眺めます。今月
は秋について説明します。

昔は、１年間は季節が２つあると思われました。春と秋がなくて、暑い
夏と寒い冬しか存在しませんでした。皆さんは「Spring（スプリング：春）」
と「Fall（フォール：秋）」が、ペアとして生み出されたことを知っていま
すか？Springということは、「葉っぱが発生する季節」で、Fallは「葉っぱ
が落ちる季節」という意味です。

アメリカの秋を少しだけ紹介します。初秋の９月には、各州で「ステー
ト・フェアー」が行われます。現代は祭のような行事ですが、かつては家
畜の品評会と農産の展示会でした。秋に楽しむことと言ったら、私たちア
メリカ人は農場のツアーに行ったり、青森と同じでリンゴを獲ったりすることを思い浮かべます。アメ
リカの秋の代表の祝日は10月のハローウインと11月の感謝祭で、両方が収穫祭です。つまり、秋の時期
は収穫のことと繋げます。実は、秋は「Fall」と呼ぶ前に、「Harvest（ハーベスト）」と呼んでいました。
「Harvest」の意味は「収穫」です。

冬の枯れ木に春が来る。そして日本の春は入学式や桜が咲くことがありますから、春が「リニューア
ル」や「リフレッシュ」のイメージがついています。しかし、アメリカの学年度の始まりは初秋で、アメ
リカにとって秋は収穫を中心とする季節ですから、私にとっては、秋に安心して、冬の準備など様々なこ
とを挑戦できると感じています。運よく、日本には「スポーツの秋」や「芸術の秋」などのキャッチフ
レーズがあり、文化祭もたくさんありますから活動的な季節だと思います。皆さん、私と同じぐらい秋
の景色と文化を楽しんでみてください！



軽減税率制度は全ての事業者の方に関係があり、円滑な導入のため早期に対応準備が必要です。軽減
税率制度等に関する説明会を開催しますので、ぜひ、ご参加ください。※席に限りがあることをご了承
ください。
●説明会の内容 ●10月の開催日時
・消費税軽減税率制度の概要 ２日、16日、30日（すべて水）
・軽減税率対策補助金（レジ導入等） ①10：30～12：00
・区分経理（帳簿、請求書等の記載） ②14：00～15：30
・インボイス制度 （※①②とも同じ内容です）
●開催場所
下北合同庁舎 ４階共用会議室（住所：むつ市金谷2-6-15）
⬘ むつ税務署 調査部門 ☎２２－３２９４
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３．今月の納期について
今月の納期については、下記のとおりとなっておりますので、納め忘れには注意しましょう。

※ 納期を過ぎますと納付が遅れるごとに延滞金が加算される場合があります。延滞金の割合は、納期
内納付をされた方との公平性を保つために法により定められています。

１．家屋調査について
家屋を新築（増改築）された場合、建築年の翌年からその家屋に対して固定資産税が課税されることと
なります。税務保険課では、固定資産評価額を算出するために、家屋調査を実施しておりますので、事前
に連絡と図面の提出にご協力をお願いいたします。
また、固定資産税は毎年１月１日に土地・家屋を所有している方に課税されます。家屋等を新築、増改
築、特に取り壊した方は、早めにご連絡ください。

２．軽自動車税について
毎年４月１日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している
方に課税されます。
これらの車輌を取得したとき、所有者が死亡、転出したとき、車輌を譲渡、処分、紛失したときなどは
届出が必要です。
届出のない場合や届出が大幅に遅れた場合などには、引き続き軽自動車税が課税される可能性があり
ます。
詳細は下記の手続き窓口へお問い合わせください。

保課保課

車 種 手続き窓口

原動機付自転車（125cc以下のバイク）
小型特殊自動車

役場 税務保険課
☎０１７５－３７－２５１８

軽自動車（三輪・四輪） 全国軽自動車協会連合会青森事務所（青森市大字浜田字豊田129-13）
☎０１７－７３９－０４４１

軽二輪（126cc～250cc以下のバイク）
二輪の小型自動車（251cc以上のバイク）

東北運輸局青森運輸支局（青森市大字浜田字豊田139-13）
☎０１７－７３９－１５０１

・町県民税（第３期） ・国民健康保険税（第４期）
納期限 令和元年10月31日(木)

ジェネリック医薬品に切り替えるとお薬
代が安くなる可能性がある方へ、「お薬代
負担軽減のご案内」を10月に送付し、どの
くらい安くなるかお知らせします。ジェネ
リック医薬品の利用を希望する方は、医師
や薬剤師にご相談ください。

⬘ 役場 税務保険課
☎０１７５－３７－２５１８（直通）
青森県後期高齢者医療広域連合
☎０１７－７２１－３８２１

本年度の保険料については、７月にお送りした保険料
額決定通知書でお知らせしましたが、保険料を特別徴収
で納めている方は、引き落とされる保険料額が月によっ
て変動しますので、ご理解をお願いします。
●保険料額
４月・６月・８月…年金振込時に昨年度２月と同額を

天引き(仮徴収)
10月・12月・２月…残りの保険料額を分割して天引き

(本徴収)
また、昨年度よりも本年度の保険料額が増えた方(前
年の所得が前々年より増えた方、軽減特例の見直し対象
となった方)は、10月から引き落とし額が増えます。
※引き落とされる保険料額は、保険料額決定通知書でご
確認ください。

保保

保険料が特別徴収(年金から天引き)されている皆様へ お薬代の負担軽減について
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むつ労働基準監督署においては、働き方改革の一環として今年４月１日からの労働基準法等の改正に
ついて広く周知を図るべく、毎月定期に説明会を実施しています。
年次有給休暇の年５日取得義務化、残業時間の上限規制等、法改正についてお知りになりたいという
事業主の皆さまのご参加をお待ちしております。

開催予定日 10月24日(木)
⬘ むつ労働基準監督署 監督安衛課 ☎２２－３１３６



７７

公証人は、法務大臣から任命された法律の専門家として、中立・公正な立場において、国の公務である
公証事務を担い、国民の権利保護と私的紛争の予防の実現を使命としています。
〇公正証書で契約書を作って、大切な財産を守ります。
〇公正証書で遺言書を作って、大切な人に遺産を譲ります。
〇公正証書で養育費の給付契約書を作って、子どもの将来を守ります。
〇任意後見契約書を作って、老後の安心を確保します。
〇会社等を設立するための、定款を認証します。
〇私署証書に確定日付印を押捺して、文書の存在を証明します。

手数料は法定されていますので、安心してご利用いただけます。
公証事務に関する相談は無料です。いつでもお気軽にご相談ください。

青森県内の公証人役場
青森公証人合同役場 公証人 中川 一人 ☎０１７－７７６－８２７３
弘前公証役場 公証人 藤部 富美男 ☎０１７２－３４－３０８４
八戸公証役場 公証人 髙村 一之 ☎０１７８－４３－１２１３



■夢やアイデアの実現に向けてチャレンジしたい方
町内に拠点を置く、個人・団体等の皆様が、「FAAVO（ファーボ）しもきた」に企画を掲載して支援
を呼びかけることで、企画に対する資金調達を行うことができます。
■支援したい方
株式会社サーチフィールドに利用者登録をすることで、FAAVOに掲載されているお気に入りの企画
を支援することができます。
■企画の流れ
①関係書類を役場、企画経営課へ提出します。（関係書類：町ホームページからダウンロードできます）
②役場担当者と一緒にプロジェクトを練り上げます。
③「ＦＡＡＶＯしもきた」のウェブページにプロジェクトを掲載します。
④プロジェクトを閲覧した方々から支援の申込みがあります。

その他
■FAAVOは、「購入型」と呼ばれるクラウドファンディングで、支援に対してのリターン品（お礼の
品）をお送りします。企画にあったお礼の品を準備し、責任をもって支援者へお送りすることにな
ります。
■資金調達方法が２つから選べます。詳しくは、むつ市または大間町のホームページをご覧ください。
■起案者向けガイドや申込書などの関係書類は、町企画経営課で配布します。
不明なところ等がございましたら、気軽に下記までお問い合わせください。

⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）
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※令和元年10月１日から入館料が変更になり
ます。
海峡保養センター ☎３７－４３３４
現在の料金 大人（中学生以上）３８０円

↓
新 料 金 大人（ 〃 ）４００円
（その他の入浴料金は変更なし）

■営業時間 午前８時～午後９時

養老センター ☎３７－２４１１
現在の料金 大人（12歳以上70歳未満）３６０円

↓
新 料 金 大人（ 〃 ）３８０円
（その他の入浴料金は変更なし）

■営業時間 午前９時～午後８時
■今月の休館日（毎週火曜日）
１日・８日・15日・22日・29日

＊各施設の指定された駐車場に駐車してくだ
さい。

＊詳しくは、海峡保養センターまでお問合せ
下さるようお願いいたします。



大間町ではごみの分別や減量により、天然資源の
消費抑制を図るとともに、限りある資源を有効に活
用することによって、環境への負荷が低減される地
域社会を目指します。
そこで廃棄物の発生抑制（リデュース）、再利用（リ
ユース）、再生利用（リサイクル）といった、いわゆ
る３Ｒ（スリーアール）と適正処理を行うために、
住民一人ひとりができることから取り組みましょ
う。
①環境にやさしい買い物をしましょう。（マイバッ
クの活用や詰め替え商品の購入など）
②リサイクル率向上のため資源回収に取り組みま
しょう。（ごみの分別）
③食品ロスの削減、生ゴミの水切りを心がけましょ
う。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）


スマートムーブとは、「エコで賢い移動」のこ
とを意味します。地球温暖化の原因となるCO2
削減のために、下記について積極的に取り組み
ましょう。
①バスを積極的に利用しよう
②近い場所へは徒歩・自転車で出かけよう
③自動車の運転はエコドライブを心がけよう
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

◎相談支援事業とは、障害のある人の福祉に関する
様々な問題について、障害のある人等からの相談に
応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用
支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助を
行います。

い つ：令和元年10月16日(水)
午後１時～午後２時

どこで：役場１階 小会議室１

むつ市障害者相談事業所の相談員の方々が相談や
助言を行います。身近にある些細なことでもお気軽
にご相談ください。なお、お出でいただく時は、事
前に下記へご連絡くださるようお願いいたします。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）








令和元年10月１日以後に開始する事業年度分
から、法人県民税及び法人事業税に新たな税率
が適用されます。また、地方法人特別税が廃止
され、特別法人事業税が新設されます。
詳細は、青森県庁ＨＰ「平成31年度地方法人
課税の改正について」をご覧ください。
⬘ 下北地域県民局県税部課税課
☎２２－８５８１ 内線２０７


下北地域の生産者が、旬の農林水産物、各種フー

ド等を取りそろえ、今年最後の「しもきたマルシェ」
を開催します。今年度の感謝を込めて楽しいイベ
ントが盛りだくさんです。
イベント詳細はフェイスブック「魅力発信！下北

の農業」でご確認ください。
〈い つ〉10月22日（火･祝日）10時～13時
〈どこで〉ミルク工房ボン・サーブ前（むつ市）
⬘ 下北地域県民局地域農林水産部

農業普及振興室 ☎２２－２６８５
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運転手付きマイクロバスの手配は、国土交通大臣の許可を受けたバス会社を利用しましょう。
○ 運転手付きの「白ナンバー」のマイクロバスは、いわゆる「白バス」と呼ばれる道路運送法に違反す
るサービスです。利用するのはやめましょう。
○ 道路運送法の許可を受けたバス会社（貸切バス事業者）の正規のマイクロバスには「緑ナンバー」が
付いています。
○ 正規の貸切バス事業者には「運送引受書」や「領収書」などの関係書類の交付が義務づけられていま
す。口答による契約は、法律に違反するサービスです。

レンタカーのマイクロバスには運転手は付いていません。
○ レンタカー会社からは、車を借りることしかできません。
○ レンタカーを借りた場合には、車を借り受けた利用者自身が運転しなければなりません（※）。
（※）車を借り受けた利用者自身が、自らの意志で他の人に運転を依頼することはできますが、この場合、実際に

運転する人の氏名等をあらかじめレンタカー会社へ申告しておく必要があります。
○ レンタカーと運転手が一体的に提供されるサービスも、いわゆる「白バス」と呼ばれる法律に違反す
るサービスです。利用するのはやめましょう。
○ また、運転を依頼した人などに、レンタカーの手配をしてもらうことはできません。

違法な「白バス」を利用して事故に遭った場合、保険の適用がないことがあります。
○ 違法な「白バス」を利用して、万が一、事故に遭って負傷した場合、適切な損害賠償がなされず、治
療費などの損害額を利用者自身が全額負担しなければならないケースもあります。
⬘ 東北運輸局青森運輸支局 ☎０１７－７３９－１５０２



走行中に席を離れると、転倒など思わぬけがをする場合があります。お降りの際には、バスが停留所
に着いて扉が開いてから席をお立ち願います。
また、バスは安全運転に徹しておりますが、やむを得ず急ブレーキを掛ける場合があります。満席の
ため、お立ちになってご利用いただく場合には、吊革や握り棒にしっかりおつかまりください。
バスの車内事故防止に皆様のご理解とご協力をお願いします。



個々の労働者と事業者との間に生じた労働問題（解雇・賃金引き下げ・長時間労働・パワハラなど）に
ついて、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
【日時及び開催場所】

【対 象 者】県内の労働者、事業主
【相 談 員】青森県労働委員会委員

（青森県労働委員会とは…青森県の行政機関の一つ。労働問題について専門的知識を持つ、
公益委員（弁護士等）、労働者委員（労働組合役員等）、使用者委員（会社経営者等）で構
成されており、中立・公正な立場で労働問題を解決する。）

【費 用】無料
【利用方法】随時受付（事前予約優先）
⬘ 青森県労働委員会事務局 ☎０１７－７３４－９８３２／FAX０１７－７３４－８３１１
労働相談ダイヤル ☎０１２０－６１０－７８２
URL（http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html）

開催日 時 間 場 所
10月６日(日) 10時30分～12時30分 弘前文化センター２階
10月20日(日) 〃 ユートリー４階
10月27日(日) 〃 東奥日報新町ビル４階
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10月１日から消費税が10％になりました。大間町では、低所得者・子育て世帯の消費に与える影
響を緩和するため、低所得者・子育て世帯向けのプレミアム付商品券の販売をいたします。購入の
流れ及び使用可能店舗は以下の通り。
また、詳しい内容につきましては、別途チラシを参照ください。

★ ★〈手続の流れ〉★ ★



★ ★＜商品券使用可能店舗＞★ ★

○マエダストア大間店 ○しずおか ○でんきのヒロ ○大間石油
○ハッピードラック大間店 ○高橋本店 ○はとぽっぽ ○松下商店
○ファミリーマートさとう大間店 ○山崎石油店 ○村川新聞店 ○パレット
○ホーマックニコット大間店 ○ヨネザワ ○タケモリ靴店 ○ヒバ開発
○ジョイフルヨネザワ ○米澤ガス興業

担当：住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

対象者その１ 低 所 得 者
2019年度の住民税が非課税の方
（住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活
保護受給者等を除く）

対象者その２ 子育て世帯

2016年４月２日から2019年９月30日までの間
に生まれた子がいる世帯の世帯主

❶ 対象となる方へ９月上旬に申請書発送し
ています（非課税の方で申請書が届いていない方は
連絡ください）
商品券の購入を希望する方は、町に申請書を

提出してください
申請期限：11月29日(金)

❷ 購入引換券が役場から送付されます（９月下旬以降に、随時郵便で送付します）
※購入対象者の条件ごとに購入引換券を送付します。（重複しての場合は複数枚の購入引換券を送付します。）

❸ ９/26から大間郵便局・奥戸郵便局で商品券を販売開始。
引換券が手元に届いたら、引換券を郵便局に持っていくと商品券が購入できます
※商品券は１人あたり５セットまで購入できます（１セット５枚入り（1,000円券×５枚＝5,000円）を4,000円
で販売）（まとめ買いもOK！購入期間の２/28まで５回に分けて購入するのもOK！）
購入期間：令和２年２月28日(金)

❹ 町内の商品券取扱協力店で商品券を10/１より利用できます
下記の店舗一覧をご参照くさだい。
商品券使用期限：令和２年３月31日まで

申請書提出は不要



17

はじめに…財政健全化法の規定により、大間町の平成30年度決算に基づき、５つの指標「健全化判断比率
及び資金不足比率」を算定し、財政（経営）の健全度をチェックするものです。
この指標が財政（経営）状況の悪化に伴い、「早期（経営）健全化基準」（イエローカード）を
超えると「早期（経営）健全化団体」となり、議会の議決を経て「財政（経営）健全化計画」を
策定し、財政（経営）の早期健全化に取り組むこととなります。また、財政状況のさらなる悪化
により、「財政再生基準」（レッドカード）を超えると「財政再生団体」となり、国や県の強力な
関与の下で確実な財政再建を実行するため、議会の議決を経て「財政再生計画」を策定し、財政
の再生に取り組むこととなります。
以下、「健全化判断比率等」の概要を示しながら、大間町の指標をお知らせします。

【①～④健全化判断比率】とは、
その団体の財政の健全度を公営企業会計や一部事務組合、第３セクター等を含めて示すものです。そ
の比率は４つ（①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率 ③実質公債費比率 ④将来負担比率）の指標で
示されます。…「早期健全化基準」「財政再生基準」が定められています。
【⑤資金不足比率】とは、
水道事業，下水道事業などの公営企業ごとに、資金不足額（赤字の額）がどの程度あるかを示すもので
す。…「経営健全化基準」が定められています。

①実質赤字比率～一般会計の健全（深刻）度を示すもの
福祉、教育、まちづくりなど、どの団体でも普遍的に行う事業をまとめた「一般会計」の赤字の程度
を指標化し、財政運営の深刻度を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 １５．０％」「財政再生基準 ２０．０％」
＊黒字の場合は、負の値で表示。
②連結実質赤字比率～その団体全体の健全（深刻）度を示すもの
全ての会計の赤字や黒字を連結（合算）し、大間町全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の
深刻度を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 ２０．０％」「財政再生基準 ３０．０％」
＊黒字の場合は、負の値で表示。
③実質公債費比率～その団体全体の借入金返済の度合いを示すもの
借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 ２５．０％」「財政再生基準 ３５．０％」
④将来負担比率～一般会計が将来負担すべき総額の割合を示すもの
一般会計の地方債の返済や将来支払う可能性のある負担等の、現時点での残高の程度を指標化し、
将来の財政を圧迫する可能性を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 ３５０．０％」
⑤資金不足比率～公営企業会計ごとの健全（深刻）度を示すもの
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況
の深刻度を示します。

＊指標基準…「経営健全化基準 ２０．０％」
おわりに…大間町の財政の健全度は、指標基準を下回っていますので、おおむね良好と判断できます。

しかし、今後も社会情勢や経済状況等は、めまぐるしく変化するものと推測されることから、財
政運営については、常に指標の要因分析を実施し更なる健全化に努めるものとします。

健健健健

平成30年度大間町の実質赤字比率 △８．２％

平成30年度大間町の連結実質赤字比率 △１４．６％

平成30年度大間町水道事業会計の資金不足比率 ０．０％
平成30年度大間町下水道事業特別会計の資金不足比率 ０．０％

平成30年度大間町の将来負担比率 ３２．９％

平成30年度大間町の実質公債費比率 １６．６％

５つの指標
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平成3ける事行政運営等況
大間町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき公表します。
○職員の任免の状況（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）

採用 昇任 降任 転任 出向 派遣 昇給 昇格 降格 定年退職 退職
町 長 部 局 3 0 0 0 0 0 42 5 0 2 0
議 会 部 局 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
教育委員会部局 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0
企 業 職 員 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

・職員数
平成30年度条例定数 平成30年４月１日現在 平成31年３月31日現在

町 長 部 局 85人 55人 55人
議 会 部 局 3人 2人 2人
教育委員会部局 20人 13人 13人
企 業 職 員 5人 3人 3人

○職員の給与（平成30年４月１日現在）
給料表 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

町 長 部 局
行政職（一） 14 10 3 13 7 2
医療職（三） 0 1 2 1 0 0
技 能 職 等 0 0 0 0 2 0

議 会 部 局 行政職（一） 0 0 1 0 0 0
教育委員会部局 行政職（一） 3 3 0 5 1 1
企 業 職 員 企業職（一） 1 1 1 0 1 0

○職員の勤務時間その他勤務条件

町 長 部 局
午前８時30分から
午後５時15分まで

議 会 部 局
教育委員会部局
企 業 職 員

・勤務時間（平成30年４月１日現在）

・休暇取得状況（休暇期間は、平成30年１月１日から平成30年12月31日まで）
年次有給休暇消化率 病気休暇取得件数 特別休暇取得件数 介護休暇取得件数 組合休暇取得件数

町 長 部 局 30.6% 14件 76件 0件 0件
議 会 部 局 37.1% 17件 2件 0件 0件
教育委員会部局 42.7% 15件 19件 0件 0件
企 業 職 員 38.3% 0件 3件 0件 0件

○職員の分限及び懲戒処分
・分限処分者数

勤務実績
が良くな
い場合

心身の故
障の場合

職に必要
な適格性
を欠く場
合

職制、定数の
改廃、予算の
減少により廃
職、過員を生
じた場合

刑事事件
に 関 し、
起訴され
た場合

条例で定
める事由
による場
合

町長部局

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 1 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

議会部局

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

教育委員
会 部 局

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 2 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

企業職員

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

・懲戒処分者数

法令に違反
した場合

職務上の業
務に違反し
又は職務を
怠った場合

全体の奉仕者
たるにふさわ
しくない非行
のあった場合

町長部局

訓告 0 1 0
戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0

議会部局

訓告 0 0 0
戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0

教育委員
会 部 局

訓告 0 0 0
戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0

企業職員

訓告 0 0 0
戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0
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○職員の服務の状況
職務に専念する義務
の特例の承認件数

営利企業等の従事制
限の承認件数

町 長 部 局 57件 0件
議 会 部 局 2件 0件
教育委員会部局 13件 0件
企 業 職 員 6件 0件

○職員の福祉及び利益の保護の状況
・職員健康診断受診状況

採用時健康診断 定期健康診断 人間ドック
検査項目（身体測定、
胸部X線、心電図、尿、
血液、視力、聴力、血圧）

検査項目（身体測定、
胸部X線、心電図、尿、
血液、視力、聴力、血圧）

日帰り 脳

町 長 部 局 3人 34人 16人 1人
議 会 部 局 0人 0人 2人 0人
教育委員会部局 0人 10人 3人 1人
企 業 職 員 0人 3人 1人 1人

○勤務の勤務評定及び研修の状況
・勤務評定の実施状況
町 長 部 局

実施している議 会 部 局
教育委員会部局
企 業 職 員

・各種研修会への参加状況
研修会名 研修内容 期間 参加人数

課 長 研 修 組織マネジメントやマスメディア対応について Ｈ30.７.９～10 3名

管 理 者 入 門 研 修 マネジメント実践や職場のカウセリングについて
Ｈ30.５.28～29
Ｈ30.８.20～21
Ｈ30.12.３～４

5名

主 査 研 修 施策立案の基本 Ｈ30.８.22～24 1名
主 査 第 ２ 部 研 修 業務の最適化や施策立案について Ｈ30.６.18～19 2名

主 事 ・ 技 師 研 修 公務員倫理や政策立案の基礎 Ｈ30.11.19～21
Ｈ30.12.12～14 3名

新 採 用 者 前 期 研 修 公務員としての職務遂行に必要な基礎知識等について
Ｈ30.５.６～12
Ｈ30.５.13～19
Ｈ30.５.20～26

3名

新 採 用 者 後 期 研 修 半年間の振り返り、基礎的な知識の更なる習得、社会福祉
施設等においての体験学習

Ｈ30.10.29～11.3
Ｈ30.11.５～10
Ｈ30.11.12～17

3名

法 制 執 務 研 修 法制執務の意義や条例・規則の作成について Ｈ30.11.29～30 2名

あおもり未来創造塾 市町村と県の将来を担う若手職員の育成
Ｈ30.６.17～18
Ｈ30.10.17～19
Ｈ30.12.20～21

1名

青森県人事委員会からの状況報告
○勤務条件に関する措置の要求の状況
平成30年度においては、新たな措置要求はなく、また、係属事案もなかった。
○不利益処分に関する不服申立ての状況
平成30年度においては、新たな不服申立てはなく、また、係属事案もなかった。
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個人のプライバシーを尊重し、届出の際に掲
載の意思を確認させていただいております。

８月届出分８月届出分令和元年８月現在( )前月比


人 口 男 女 世 帯 数

総数 5,260(－ 6) 2,705(－ 4) 2,555(－ 2) 2,532(－ 3)

大間 4,118(－ 4) 2,134(－ 3) 1,984(－ 1) 1,992(－ 4)

奥戸 991(－ 1) 487(－ 1) 504(± 0) 462(＋ 2)

材木 151(－ 1) 84(± 0) 67(－ 1) 78(－ 1) 石戸 正義さん 79歳 濱端 一助さん 64歳
坪井 としさん 90歳 田村 正美さん 73歳
新田 房江さん 99歳 能登 正美さん 81歳
和田 タヨさん 97歳 三國谷一夫さん 61歳
山﨑アイ子さん 86歳




わが家の

(左） 香澄
か す み

ちゃん(４歳）

(右） 小春
こ は る

ちゃん(６歳）

＝お願い＝
新聞へのお悔やみ情報の掲載を希望する方
は、届出の際に係に申し出て下さい。

保護者 一戸 雅之さん・紗織さん（大間町）

仲良しおふざけ姉妹！

転ばないようにたくさん遊んでね‼

９月20日(金)大間小学校６年生を対象に
校外学習として町内のジオサイト（西吹付
山・大間崎・津鼻崎）を見学しました。「大
間の魅力を実際に見たり聞いたりすること
により、大間をしっかりとＰＲできるよう
になること」を目的としており、参加した
児童は、ガイドの話を聞いてメモを取った
り、風景の写真を撮ったりしながら熱心に
学んでいました。




